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青森県肝炎治療特別促進事業実施要綱新旧対照表 

改正後 現行 

青森県肝炎治療特別促進事業実施要綱 

 

第１～第７（略） 

 

第８ 

１ 第７第１項の認定を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、 

肝炎治療受給者証交付申請書（第１号様式）（以下「交付申請書」という。） 

に次に掲げる書類を添えて、住所地を管轄する地域県民局地域健康福祉 

部長（以下「地域県民局地域健康福祉部長」という。）を経由して知事に 

申請するものとする。 

（１）～２ （略） 

 

第９ 

１～２（略） 

３ 知事は、前項に定める認定の可否を行ったときは、地域県民局地域健

康福祉部長及び診断書を発行した医療機関に対し、その結果を報告する

ものとする。 

４～５（略） 

６ 受給者証の有効期間は１年以内で、治療予定期間に即した期間とし、原則

として交付申請書受理日の属する月から診断書が作成された日の属する月

の翌々翌月までのいずれかの月の初日のうち、申請者が指定する日から起算

するものとする。ただし、別添２に定める一定の要件を満たした受給者につ

いては、例外的に助成期間の延長を認めるものとするが、その場合、当該受

給者は、あらかじめ有効期間延長申請書（７２週投与用）（第６号様式）に受

給者証を添えて、地域県民局地域健康福祉部長を経由して知事に申請する

ものとする。また、副作用等の要因により受給者証の有効期間延長を希望す

る受給者については、肝炎治療受給者証期間延長申請書（副作用等用）（第

７号様式）に受給者証を添えて、地域県民局地域健康福祉部長を経由して

知事に申請するものとする。 

７～９（略） 

１０ 知事は、前項の延長及び更新を適当と認めたときは、受給者証を交付す

青森県肝炎治療特別促進事業実施要綱 

 

第１～第７（略） 

 

第８ 

１ 第７第１項の認定を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、 

肝炎治療受給者証交付申請書（第１号様式）（以下「交付申請書」という。） 

に次に掲げる書類を添えて、住所地を管轄する地域県民局長（以下「地 

域県民局長」という。）を経由して知事に申請するものとする。 

 

（１）～２ （略） 

 

第９ 

１～２（略） 

３ 知事は、前項に定める認定の可否を行ったときは、地域県民局長及び

診断書を発行した医療機関に対し、その結果を報告するものとする。 

 

４～５（略） 

６ 受給者証の有効期間は１年以内で、治療予定期間に即した期間とし、原則

として交付申請書受理日の属する月から診断書が作成された日の属する月

の翌々翌月までのいずれかの月の初日のうち、申請者が指定する日から起算

するものとする。ただし、別添２に定める一定の要件を満たした受給者につ

いては、例外的に助成期間の延長を認めるものとするが、その場合、当該受

給者は、あらかじめ有効期間延長申請書（７２週投与用）（第６号様式）に受

給者証を添えて、地域県民局長を経由して知事に申請するものとする。また、

副作用等の要因により受給者証の有効期間延長を希望する受給者について

は、肝炎治療受給者証期間延長申請書（副作用等用）（第７号様式）に受給者

証を添えて、地域県民局長を経由して知事に申請するものとする。 

 

７～９（略） 

１０ 知事は、前項の延長及び更新を適当と認めたときは、受給者証を交付す
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るとともに、併せて、地域県民局地域健康福祉部長に対し、その旨を報告す

るものとする。 

 

第１０ 自己負担限度額階層区分の認定 

１～２（２）略 

（３）（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１１ 受給者証の変更等 

１ 受給者は、受給者の氏名、住所等に変更があったときは、肝炎治療受

給者証内容変更届（第８号様式）（以下「変更届」という。）に当該変更を

確認できる書類及び受給者証を添えて、地域県民局地域健康福祉部長を

経由して知事に届け出るものとする。 

２ 受給者は、受診する医療機関を変更又は追加しようとするときは、変

更届に受給者証を添えて、地域県民局地域健康福祉部長経由して知事に

届け出るものとする。 

３ 知事は、前二項の変更届を受理し、変更又は追加を適当と認めたとき

は、受給者証を変更のうえ交付するとともに、併せて、地域県民局地域

るとともに、併せて、地域県民局長に対し、その旨を報告するものとする。 

 

 

第１０ 自己負担限度額階層区分の認定 

１～２（２）略 

（３） 平成３０年９月以降において、申請者を含む世帯構成員のいずれ 

かが、未婚のひとり親として、地方税法第２９２条第１項第１１号イ中 

「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生 

死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらない 

で母となった女子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた 

場合に同号イに該当することとなる者又は同項第１２号中「妻と死別し、 

若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでな 

い者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男 

子であって、現に婚姻していないもの」と読み替えた場合に同号に該当 

することとなる者であるときは、その者を同項第１１号イに定める寡婦 

又は同項第１２号に定める寡夫とみなして、同法第２９５条第１項の規 

定により当該市町村民税が課されないこととなる者として、又は同法第 

３１４条の２第１項第８号の規定による寡婦控除及び寡夫控除並びに同 

条第３項の規定による特別寡婦控除が適用された場合の所得割額を用い 

ることとして、算定を行うことができるものとする。 

 

 

第１１ 受給者証の変更等 

１ 受給者は、受給者の氏名、住所等に変更があったときは、肝炎治療受

給者証内容変更届（第８号様式）（以下「変更届」という。）に当該変更を

確認できる書類及び受給者証を添えて、地域県民局長を経由して知事に

届け出るものとする。 

２ 受給者は、受診する医療機関を変更又は追加しようとするときは、変

更届に受給者証を添えて、地域県民局長を経由して知事に届け出るもの

とする。 

３ 知事は、前二項の変更届を受理し、変更又は追加を適当と認めたとき

は、受給者証を変更のうえ交付するとともに、併せて、地域県民局長に

対し、その旨を報告するものとする。 
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健康福祉部長に対し、その旨を報告するものとする。 

 

第１２ 受給者証の再交付 

１ 受給者は、受給者証を紛失したとき又は汚損、破損により使用に耐え

なくなったときは、肝炎治療受給者証再交付申請書（第９号様式）によ

り、地域県民局地域健康福祉部長を経由して知事に申請するものとする。

ただし、汚損、破損の場合は受給者証を添付するものとする。 

２（略） 

 

第１３ 他都道府県からの転入 

１ 他都道府県から交付を受けた受給者証を所持する者が県内に転入し、

引き続き受給者証の交付を受けようとするときは、交付申請書に転入前

に交付されていた受給者証の写しを添え、地域県民局地域健康福祉部長

を経由して知事に申請するものとする。 

２ 知事は、前項の申請書を受理したときは、申請者に対し、転入前に交

付されていた受給者証に準じた受給者証を交付するとともに、併せて、

地域県民局地域健康福祉部長に対し、その旨を報告するものとする。な

お、この場合における受給者証の有効期間は、転入日から転出前に交付

されていた受給者証の有効期間の終期までとする。 

 

第１４ 資格喪失 

受給者は、治癒、死亡又は県外転出等により、受給資格を喪失したとき

は、肝炎治療受給資格喪失届（第１０号様式）に受給者証を添えて、地域県

民局地域健康福祉部長を経由して知事に届け出るものとする。 

 

第１５～第１６（略） 

 

第１７ 医療費の請求 

１～２（略） 

３ 受給者は、やむを得ない理由により、第６第１項に規定する費用に相

当する額を保険医療機関等に支払った場合は、肝炎治療療養費請求書（第

１１号様式）に以下の書類を添えて、地域県民局地域健康福祉部長を経

由して知事に請求できるものとする。 

 

第１２ 受給者証の再交付 

１ 受給者は、受給者証を紛失したとき又は汚損、破損により使用に耐え

なくなったときは、肝炎治療受給者証再交付申請書（第９号様式）により、

地域県民局長を経由して知事に申請するものとする。ただし、汚損、破損

の場合は受給者証を添付するものとする。 

２（略） 

 

第１３ 他都道府県からの転入 

１ 他都道府県から交付を受けた受給者証を所持する者が県内に転入し、

引き続き受給者証の交付を受けようとするときは、交付申請書に転入前

に交付されていた受給者証の写しを添え、地域県民局長を経由して知事

に申請するものとする。 

２ 知事は、前項の申請書を受理したときは、申請者に対し、転入前に交

付されていた受給者証に準じた受給者証を交付するとともに、併せて、

地域県民局長に対し、その旨を報告するものとする。なお、この場合に

おける受給者証の有効期間は、転入日から転出前に交付されていた受給

者証の有効期間の終期までとする。 

 

第１４ 資格喪失 

受給者は、治癒、死亡又は県外転出等により、受給資格を喪失したとき

は、肝炎治療受給資格喪失届（第１０号様式）に受給者証を添えて、地域県

民局長を経由して知事に届け出るものとする。 

 

第１５～第１６（略） 

 

第１７ 医療費の請求 

１～２（略） 

３ 受給者は、やむを得ない理由により、第６第１項に規定する費用に相

当する額を保険医療機関等に支払った場合は、肝炎治療療養費請求書（第

１１号様式）により、地域県民局長を経由して知事に請求できるものと

する。 
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（１）請求者の氏名が記載された被保険者証の写し 

（２）請求者の受給者証の写し（表面、裏面） 

（３）振込先の口座番号が確認できる通帳又はキャッシュカードの写し 

 

第１８～第１９（略） 

 

附則 この要綱は、平成２０年５月１９日から施行し、平成２０年４月１

日から適用する。 

附則 この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。 

附則 この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。 

附則 この要綱は、平成２３年１１月７日から施行し、平成２３年９月  

２６日から適用する。 

附則 この要綱は、平成２４年２月２日から施行し、平成２３年１１月  

２５日から適用する。 

附則 この要綱は、平成２４年３月１４日から施行する。 

附則 この要綱は、平成２５年１２月１８日から施行し、平成２５年１１

月１９日から適用する。 

附則 この要綱は、平成２６年９月２９日から施行し、平成２６年９月２

日から適用する。 

附則 この要綱は、平成２７年１月２３日から施行し、平成２６年１２月

１５日から適用する。 

附則 この要綱は、平成２７年３月３０日から施行し、平成２７年３月  

２０日から適用する。 

附則 この要綱は、平成２７年６月２３日から施行し、平成２７年５月  

２０日から適用する。 

附則 この要綱は、平成２７年１０月１日から施行し、平成２７年８月  

３１日から適用する。 

附則 この要綱は、平成２８年１月４日から施行し、平成２７年１１月  

２６日から適用する。 

附則 この要綱は、平成２８年１０月３１日から施行し、平成２８年９月

２８日から適用する。 

附則 この要綱は、平成２８年１１月２２日から施行し、平成２８年１１

月１８日から適用する。 

 

 

 

第１８～第１９（略） 

 

附則 この要綱は、平成２０年５月１９日から施行し、平成２０年４月１

日から適用する。 

附則 この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。 

附則 この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。 

附則 この要綱は、平成２３年１１月７日から施行し、平成２３年９月  

２６日から適用する。 

附則 この要綱は、平成２４年２月２日から施行し、平成２３年１１月  

２５日から適用する。 

附則 この要綱は、平成２４年３月１４日から施行する。 

附則 この要綱は、平成２５年１２月１８日から施行し、平成２５年１１

月１９日から適用する。 

附則 この要綱は、平成２６年９月２９日から施行し、平成２６年９月２

日から適用する。 

附則 この要綱は、平成２７年１月２３日から施行し、平成２６年１２月

１５日から適用する。 

附則 この要綱は、平成２７年３月３０日から施行し、平成２７年３月  

２０日から適用する。 

附則 この要綱は、平成２７年６月２３日から施行し、平成２７年５月  

２０日から適用する。 

附則 この要綱は、平成２７年１０月１日から施行し、平成２７年８月  

３１日から適用する。 

附則 この要綱は、平成２８年１月４日から施行し、平成２７年１１月  

２６日から適用する。 

附則 この要綱は、平成２８年１０月３１日から施行し、平成２８年９月

２８日から適用する。 

附則 この要綱は、平成２８年１１月２２日から施行し、平成２８年１１

月１８日から適用する。 

附則 この要綱は、平成２９年２月２３日から施行し、平成２９年２月  
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附則 この要綱は、平成２９年２月２３日から施行し、平成２９年２月  

１５日から適用する。 

附則 この要綱は、平成２９年３月３１日から施行し、平成２９年３月  

２４日から適用する。 

附則 この要綱は、平成２９年６月１６日から施行する。 

附則 この要綱は、平成２９年１２月１日から施行し、平成２９年１１月

２２日から適用する。 

附則 この要綱は、平成３０年２月２７日から施行し、平成３０年２月  

１６日から適用する。ただし、第８第２項の規定は核酸アナログ製剤治

療の者で平成３０年６月３０日までの有効期限であり更新を希望する者

及び平成３０年７月１日以降に申請があったものに対し適用する。 

附則 この要綱は、平成３０年６月７日から施行し、平成３０年４月１日

から適用する。 

附則 この要綱は平成３０年６月７日から施行し、平成３０年４月１日か

ら適用する。 

附則 この要綱は令和元年５月２４日から施行し、平成３１年２月２６日

から適用する。 

附則 この要綱は令和元年９月１８日から施行し、令和元年８月２２日か

ら適用する。 

附則 この要綱は令和３年２月１日から施行し、同日から適用する。 

附則 この要綱は令和３年６月１８日から施行し、同日から適用する。 

附則 この要綱は令和３年１０月５日から施行し、同日から適用する。 

附則 この要綱は令和６年５月２日から施行し、令和６年３月２６日から

適用する。 

 

（経過措置） 

１～１８（略） 

別添１～２（略） 

 

第１号様式（第８関係）～第１０号様式（第１７関係）（略） 

 

 

 

１５日から適用する。 

附則 この要綱は、平成２９年３月３１日から施行し、平成２９年３月  

２４日から適用する。 

附則 この要綱は、平成２９年６月１６日から施行する。 

附則 この要綱は、平成２９年１２月１日から施行し、平成２９年１１月

２２日から適用する。 

附則 この要綱は、平成３０年２月２７日から施行し、平成３０年２月  

１６日から適用する。ただし、第８第２項の規定は核酸アナログ製剤治

療の者で平成３０年６月３０日までの有効期限であり更新を希望する者

及び平成３０年７月１日以降に申請があったものに対し適用する。 

附則 この要綱は、平成３０年６月７日から施行し、平成３０年４月１日

から適用する。 

附則 この要綱は平成３０年６月７日から施行し、平成３０年４月１日か

ら適用する。 

附則 この要綱は令和元年５月２４日から施行し、平成３１年２月２６日

から適用する。 

附則 この要綱は令和元年９月１８日から施行し、令和元年８月２２日か

ら適用する。 

附則 この要綱は令和３年２月１日から施行し、同日から適用する。 

附則 この要綱は令和３年６月１８日から施行し、同日から適用する。 

附則 この要綱は令和３年１０月５日から施行し、同日から適用する。 

（新設） 

 

 

（経過措置） 

１～１８（略） 

別添１～２（略） 

 

第１号様式（第８関係）～第１０号様式（第１７関係）（略） 

 

 

 

第１１号様式（第１７関係）（表面） 
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第１１号様式（第１７関係）（表面） 

 

 

 

 


